
02 APRIL 2009

２００５年からの
減少トレンドの後で…

　グラフに示すとおり、今年の特許
出願“番号の推移”は明らかに低下
している（意匠、商標も概ね同じ傾
向）。今後については、金融・経済
危機のショック状態から一時的に減
少しているだけ、という楽観的な見
方もないわけではない。しかし、新
年度となる４月以降は減少傾向が一
時的にせよ顕著になる可能性が高い
し、２００５年からの減少トレンドも簡
単には止まらない、と考えている。
　この未曾有のピンチをいかにして
チャンスに変えていくのかが問われ
ている。将来を大局的に楽観しなが
ら、悲観的な事態を想定して対策を
講じておく必要があり、その鍵とな
るのは“広い意味での品質”である。

出願人が求める
３つの特性

　品質の意味は非常に広く、業種に
よっても場面によっても異なる。一
般的には「提供される製品やサービ
スについて、ユーザーが求める特性
との合致度」と考えられ、合致度が
高ければ品質が良く、低ければ品質
が悪いことになる。弁理士事務所が
提供する権利化業務サービスにおけ
る品質の意味は、ユーザー（出願人）
が求めるサービスの“特性”を知る
ことにより理解できる。発明／特許
の例で考えると３つになる。

［特性１］発明がカバーされる出

　願であること

　実施例の一部が範囲外となるよう
なクレームは論外であるが、ユーザ
ーの希望（願望？）が開示の範囲を超
えて広がることもあり、実務では難
儀することも少なくない。逆に、無
闇にクレームの範囲を広げることを

好まず、実用レベルで確実な権利化
を目的とする出願もあり、実務にお
ける出願人の希望や戦略（ニーズ）は、
業種やユーザーごとに異なり、個々
のケースごとにも異なる。
　結局、創作した知的財産（発明）が
もれなくカバーされ、かつ出願人の
ニーズにも合致しているという両方
の点で“内容的なポテンシャル”が
高いことが、ユーザーが求める第一
の特性となる。

［特性２］出願が拒絶されないこと

　どんなに権利化希望の範囲が広く、
どんなに実施例が緻密に解説されて
いても、最終的に拒絶されたのでは
意味がない。拒絶されないためには、
発明の特徴が的確にクレームに表現
され、明細書に発明の構成や作用効
果が充分に記載されている、などの
“内容的なポテンシャル”の高さが
必要になる。
　そして何よりも大切なことは、先
願性や進歩性の判断における“時期
的なポテンシャル”が高いことであ
る。競合他社の出願やその公開より
も早く出願されることが必要であり、
これが権利化業務サービスでユーザ
ーが求める第二の特性である。

［特性３］適正コストで権利取得

　できること

　ユーザーが求める第三の特性はコ
ストであり、留意点が二つある。そ
の一つは、取得できる“権利の強さ・
広がりとのバランス”であり、もう
一つは、ユーザーと事務所の“双方
の労力とのバランス”である。
　これらのバランスを欠くと、弁理
士事務所への一方的な押し付けとな
ったり、逆に粗製濫造の出願があふ
れたりする。知財は「安かろう、悪
かろう」では元も子もない。強くて

広い権利を低コストで取得するため
には、出願人（発明者、知財担当）
と特許事務所が相互信頼と相互協力
の下で業務をカイゼンしていく必要
がある。

　世界的な経済危機の深刻度は、いまさら具体例を挙げて説明するまでもない。
単に「ピンチはチャンス」と唱えるだけでは、落ち込みがちなマインドを高
揚させることはできても、次の時代は見えてこない。権利化業務における処
方箋を考えてみたい。
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広い権利を低コストで取得するため
には、出願人（発明者、知財担当）
と特許事務所が相互信頼と相互協力
の下で業務をカイゼンしていく必要
がある。

　上記の「ユーザーが求める品質の
３つの特性」から理解される品質の
三原則（弁理士事務所が提供する権
利化業務サービスに必要な品質の三
原則）は、㈰業務サービス自体の品
質、㈪ニーズへのマッチ度、㈫納品
日程（鮮度）である。いまさら○原
則というまでもないが、当たり前の
ことこそ大事にしたい。
　そして、ユーザー（出願人）と弁理
士事務所の“Win-Winの関係が必要
不可欠”の前提となることを強調し
たい。

【品質の第一原則】
業務サービス自体の品質

　明細書が発明をカバーしている度
合い、補正や特許性主張の根拠にす
るためのサポート記載の充実度、な
どを指している（狭義の品質）。
　この品質は、高ければ高いほど良
いというものではない。限度を超え
た技術開示は無駄が多くなり、広す
ぎる権利化希望の範囲では特許率を
下げる。そして、発明者の技術開示
や弁理士の文書作成に必要以上の労
力を強いることとなり、出願コスト
の増加を招く。さらに、出願日程が
遅れて特許要件上のマイナスとなる。

そこで、ユーザーのニーズとの調整
が必要になる。

【品質の第二原則】
ニーズへのマッチ度

　出願人の希望や戦略は、同じもの
が二つとない、まことに多種多様で
あり、このニーズに合致しながらも、
業務サービス自体の品質も優れてい
れば“内容的なポテンシャル”が高
いということになる。出願明細書は
事務所の商品である以上、その価値
は“狭義の品質とニーズへの合致度
とのバランス”で評価される。
　これらがバランスするためには、
発明者と知財担当と事務所の三者が
連携し、それぞれが持分の役割をき
っちり果たし、それぞれの持ち味を
出しつつ協動することが不可欠とな
る。この連携と協働が進めば、事務
所の商品である出願明細書の案文送
りまでの日程も短くなる。

【品質の第三原則】
納品日程（鮮度）

　弁理士事務所からの納品日程の改
善は早期出願のために不可欠である
から、事務所は不断の努力とカイゼ
ンを続けなければならない。しかし、
この納品日程の短縮のみで出願日程
の早期化ができるものではない。
　発明部門にも知財部門にもムダが
あるはずであり、もちろん弁理士事
務所にもムダがある。これらのムダ
（労力、時間、費用の無駄）を、そ

れぞれが自らの仕事の範囲で取り除
くことが必要だが、個別の枠内での
努力だけでは取りきれないムダも多
い。
　発明部門と知財部門と弁理士事務
所のそれぞれが、相互の間で仕事の
仕組みや流れを見直しカイゼンして
いく（前工程は後工程を考慮して仕事
する、等）、つまりムダ･ムラ･ムリ取
りする。これにより、発明完成から
出願手続までの日程を短縮できる。

【品質の三原則＋α】
労力の低減

　発明者と知財担当と事務所の連携
と協動が進めば、狭義の品質とニー
ズへのマッチ度をバランス良く高め
ながら、早期出願を実現できる。強
い権利を確実に取得する上で極めて
有利となるわけだが、それだけでは
ない。例えば、打合せを充実させる、
明細書案文の再送を減らす、やり直
しを減らす、などの仕事の効率化に
より、トータルの労力とコストを低
減することも可能になる。
　これはWin-Win関係の下でのカイ
ゼンの副産物であるが、その一部だ
けでも弁理士事務所の貢献分として
還元する配慮をすれば、それは間違
いなく、内容と時期の両面で更にポ
テンシャルの高い権利化業務を心が
ける事務所の弁理士たちにとっては、
こういう時代だからこそ大きなイン
センティブとなるだろう。

以上

　２０００年から今年までの同時期（１月当初から３月の第１０営業

日：今年は３月１３日）における特許出願件数を３月の第１０営業

日の出願番号（創英扱いの同日の最大番号）で推定した。

　２０００年を「１」とすると、以下の傾向が読み取れる。

・２００５年までは、緩やかな増減を繰り返していた。

・２００６年から４年連続で減少トレンドにある。

・金融危機が顕在化する以前（０８年１～３月）は、増加傾向に転じ

　かけていた。

《２０００年から現在までの特許出願の傾向》（推定）３月第１０営業日比較
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特許

　　　料に特徴を有する発明の場合、出願明細書には、
　　　「実施例」を記載しておくことが有効です。し
かしながら、実際にどのようなデータを出せばよいの
かが分からないという場合も多いことと思います。そ
こで、今回は、実施例としてどのようなデータを準備
すべきかについて検討いたします。

１．発明が実施可能であることを示す実施例
　実施例を記載する目的の１つに、その発明が実施可
能であることを明確に示すということがあります。審
査基準（第Ｉ部第１章３．２．１（５））では、「物の構造や名称
からその物をどのように作り、どのように使用するか
を理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物
質）に属する発明については、当業者がその発明の実
施をすることができるように発明の詳細な説明を記載
するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必
要である。」とされています。
　ここで、実施例を準備する際に注意すべきことは、
実施例として、単に材料の一例を記載すればよいので
はなく、請求項で表現した「材料」の範囲の全てにつ
いて、実施可能であると客観的に認められる程度に記
載する必要があるということです。請求項において、
材料を上位概念や複数の選択肢によって広く記載した
場合、実施例の数が少ないと、実施可能要件（特許法
第３６条第４項第１号）違反によって拒絶されることがあ
ります。
　例えば、請求項において「合成樹脂」と記載してお
り、それが発明の特徴点となっているのであれば、実
施例では、「熱可塑性樹脂」と「熱硬化性樹脂」との
両方を示すことが望ましいでしょう。
　ただし、実際には、請求項に記載した材料の全てに
ついて実施例を示すことは困難な場合が多いと思いま
す。その場合には、「発明を実施するための形態」等
において、実施例の記載が、請求項で規定した範囲に
まで拡張できることの合理的な説明を行っておくこと
が考えられます。上記の例でいえば、熱可塑性樹脂と
熱硬化性樹脂とは、少なくともその発明の技術分野で
は技術的に同等なものである、ということを理論等に
基づいて説明することが考えられます。このような「合
理的な説明」を行っておくことで、請求項に対して実
施例が少ない場合であっても、実施可能要件を満たす
ことができる場合があります。

２．発明の効果を実証する実施例
　また､実施例を記載する他の目的として､発明の効果
をデータにより実証することも挙げられます。ご存知

のように、特許出願に係る発明が、引用発明と比較し
て有利な効果を有していると、その発明の進歩性が認
められ易くなります（審査基準、第ＩＩ部第２章２．５（３））。
そして､材料に特徴がある発明の場合､その材料の構造
等から効果を予測することは困難なことが多いため､実
施例によりデータに基づいて発明の効果を実証することは､
発明の有利な効果を示す観点から極めて有効です。
　発明による有利な効果の実証は、その発明に係る材
料を「実施例」とし、従来知られていた材料を「比較例」
とし､それらを対比することによって行うことができま
す。例えば､発明がＡ成分とＢ成分とを組み合わせた組
成物であり、従来､Ａ成分､Ｂ成分がそれぞれ知られて
いたとします。その場合､Ａ成分とＢ成分とを組み合わ
せた実施例と､Ａ成分のみ､Ｂ成分のみをそれぞれ用い
た比較例とを対比し、実施例によれば比較例に比べて
良好な結果が得られたことをデータにより示すことが
できれば､その発明が､引用発明と比較して「有利な効果」
を有していることを明確に示すことができます。
　特に、数値限定を伴う発明の場合は、その限定され
た数値内において、引用発明と比べて異質な効果か、
同質であるが顕著に優れた効果が得られることを示す
ことができると進歩性が認められやすくなります（審
査基準、第ＩＩ部第２章２．５．（３）㈬）ので、実施例及び比較
例に基づいて効果を実証することがより重要です。
　この場合、準備すべき実施例及び比較例としては、
次のようなものが考えられます。まず、発明の効果が、
その数値範囲によって奏されることを明確にするため
に、数値範囲内の上限及び下限にそれぞれ近いデータ
（実施例）と、その数値範囲の上限と下限をそれぞれ
わずかに外れるデータ（比較例）とを準備することが
望ましいです。また、有利な効果は、数値範囲内の全
ての部分で得られることも示す必要がありますので、
数値範囲内の少なくとも中央付近の一点、好ましくは
複数点についても、データ（実施例）を示しておくこ
とが必要です。

３．最後に
　以上、実施例としてどのようなデータを準備すべき
かを検討いたしましたが、もちろん、上述した実施例
の出し方が全てではなく、ケースに応じて変わってく
ることもございます。したがいまして、まずは上記の
観点で実施例を作成することをご検討いただき、一部
準備できないデータ等があるなどの事情がございまし
たら、ご遠慮なく弊所までご相談下さい。

以上
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特許

<Ｑ>　明細書等に記載されてい

　　る複数の発明について、そ

　　のそれぞれの権利化を希望

　　しています｡

<Ａ>　分割出願制度を利用した

　　権利化の可能性を検討しま

　　しょう。

　　　許出願では、包括的な権利の

　　　取得、あるいは出願、審査、

権利の利用の容易化等のため、複数

の発明について１件の出願で権利化

を図ることが可能とされています。

ただし、その場合、相互に関連が薄

い発明が無制限に一出願において審

査、権利化の対象とされることを防

ぐため、それらの複数の発明が、特

許法第３７条に規定された単一性の要

件を満たすことが求められます。

　特許出願を検討する段階では、出

願しようとする発明の提案内容に対

し、新規性、進歩性等の特許要件、

及び上記した単一性の要件等を考慮

して、必要な出願の件数、及び各出

願で権利化を目指す発明の内容等に

ついて検討することになります。

　とはいえ、実際には、単一性の要

件の判断が出願時点では難しいケー

スもあります。また、単一性の要件

を満たさない可能性があっても、と

りあえず１件にまとめて出願してお

き、その後の状況によって対応を考

えたいという場合もあります。

　　　のような場合には、特許出願

　　　後において、１件の出願を２

件以上の出願に分割する分割出願制

度を利用することが可能です。

　分割出願は、係属中の特許出願に

ついて、二以上の発明を包含する特

許出願の一部を一又は二以上の新た

な特許出願とするものであり、特許

法第４４条に規定されています。ま

た、適法な分割出願は、分割のもと

となった出願（原出願）の時に出願し

たものとみなされます。

　　　のような分割出願は、１件の

　　　出願に含まれる複数の発明が

単一性の要件を満たしていないと判

断された場合に、それらの発明のそ

れぞれについて権利化を目指すため

に有効な対応となります。

　例えば、拒絶理由通知において、

出願に含まれる発明１と、発明２と

が単一性の要件を満たしていないと

指摘される場合があります。この場

合、その出願を発明１のみについて

の出願とする補正を行い、一方、発

明２について別に分割出願を行うこ

とで、発明１、２の両者について権

利化を図ることが可能です。

　　　た、分割出願については、上

　　　述のようなケース以外にも、

様々な状況、目的において分割出願

制度を活用することが可能です。

　例えば、出願について受けた進歩

性欠如の拒絶理由通知に対し、安全

サイドで厳しい減縮補正を行って確

実に権利化を目指す対応と、やや緩

い補正内容に止めるかもしくは補正

を行わずに広い範囲で権利化にトラ

イする対応とで、どちらを選ぶべき

か迷うような場合があります。この

ような場合、分割出願制度を利用す

れば、例えばその出願では十分な減

縮補正を行って早期の権利化を目指

し、かつ、同時に分割出願を行って

広い権利の取得の可能性を探るとい

う対応が考えられます。

　また、進歩性欠如の拒絶理由を解

消するための減縮補正について、候

補となる減縮対象が複数想定され、

かつ、それらのいずれについても権

利化を図りたいという場合も考えら

れます。このような場合にも、分割

出願を行うことで、それらの複数の

減縮対象について個別に権利化を図

る対応が可能です。

　上記以外にも、例えば、当初は明

細書中のみに記載していた発明につ

いて権利化の必要性が生じた場合、

あるいは念のために出願を複数に分

けておきたい場合等々、分割出願制

度は様々なケース、状況において利

用されます。ただし、分割出願を行

えば、当然ながらその費用が追加的

に発生しますので、その点も考慮し

ながら総合的に分割出願の要否を判

断する必要があります。

　また、分割出願制度を活用するた

めには、その注意点等を事前に知っ

ておくことが大切です。次回以降、

分割出願の時期、条件、その他の注

意点について、簡単に説明します。

以上
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訴訟

【平成20（許）36 秘密保持命令申立て却下決定に対する
抗告棄却決定に対する許可抗告事件】

＜事案の概要＞　特許権者Ａは、保有する特許権を侵
害するとして、仮処分命令を申し立てました。命令の
相手方である債務者は、本件仮処分事件において提出
を予定している準備書面等に営業秘密が記載されてい
るとして、特許法１０５条の４第１項に基づき、上記営
業秘密について、Ａの代理人又は補佐人である相手方
らに対する秘密保持命令の申立てをしました。原審は、
特許法１０５条の４第１項柱書き本文に規定する「特許
権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」には、特許権の
侵害差止めを求める仮処分事件は含まれないから、本
件仮処分事件において秘密保持命令の申立てをするこ
とはできない旨判示して、本件申立てを却下すべきも
のとしました。
＜裁判所の判断＞　最高裁は、以下の事項を検討し、
特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事
件は、特許法１０５条の４第１項柱書き本文に規定する「特
許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し、仮
処分事件においても、秘密保持命令の申立てをするこ
とが許されると判示しました。
㈰秘密保持命令の制度趣旨
　秘密保持命令の制度は、営業秘密を保有する当事者
が、相手方当事者によりこれを訴訟の追行の目的以外
の目的で使用され、又は第三者に開示されることによ
って、これに基づく事業活動に支障を生ずるおそれが
あることを危ぐして、当該営業秘密を訴訟に顕出する
ことを差し控え、十分な主張立証を尽くすことができ
ないという事態を回避するために設けられていると解
される。
㈪仮処分事件の性質
　特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分
事件は、仮処分命令の必要性の有無という本案訴訟と
は異なる争点が存するが、その他の点では本案訴訟と
争点を共通にするものであるから、当該営業秘密を保
有する当事者について、上記のような事態が生じ得る
ことは本案訴訟の場合と異なるところはなく、秘密保
持命令の制度がこれを容認していると解することはで
きない。そして、仮処分事件において秘密保持命令の
申立てをすることができると解しても、迅速な処理が
求められるなどの仮処分事件の性質に反するというこ
ともできない。
㈫特許法の規定
　特許法においては、「訴訟」という文言が、本案訴
訟のみならず、民事保全事件を含むものとして用いら
れる場合もある（同法５４条２項、１６８条２項）。
＜コメント＞　秘密保持命令の制度趣旨からすれば、
最高裁の判断は尤もと思われます。実務的な制度につ
いて、仮処分事件での取扱いが明確に
なったのはよかったと思います。

　　　★詳細についての問い合わせ：
　　　　　　　弁理士・黒木　義樹

【平成20年(行ケ)第10347号　審決取消請求事件】
　本件は、原告の商標登録に対して、被告が商標法５１
条の審判（不正使用による商標登録の取消し・取消２００６－
３０９６１号事件)を請求したところ、特許庁がこれを認容
する審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案
であって、これに対して取消審決を取り消す旨（不正
使用に当たらない）判示されたものである。
　本件登録商標（登録第４５８２０７４号）は､ 　　　　であ
るが、現実に使用している態様は、 　　　である。な
お､商品は、本商標権の指定商品の範囲内のものである。
　これに対して､被告は､引用商標　　　　を有している。
　審決では、原告行為は、被告業務に係る商品と出所混同
が生ずることを認識しながら故意にその使用を行ったもので
あるから、本件商標登録は商標法５１条１項の規定により取り
消すべきとしたものである。法５１条とは、商標権者自らが故
意により上記にいう類似商標等の使用を行い、その結果他
人の業務に係る商品等と混同を生じさせたときは、商標権者
としての商標の正当使用義務に違反するのみならず、他人
の権利を侵害し、一般公衆の利益を害するものであるから、
何人もその商標登録を審判により取り消し得ることとし、商標
権を不法に行使する者に対して制裁を課すとともに、第三者
の権利及び一般公衆の利益を保護しようとしたものである（最
高裁昭和６１年４月２２日第三小法廷判決・裁集民１４７号５８
７頁参照）。
　本件「ＥＬＬＥ」ブランドの著名性は引用商標と密接不可
分に展開してきたものと認められ、本件使用表示における「Ｅ
ＬＬＥ」の部分は、引用商標のような上下に細長い書体により
表記されているわけではないが、全体としてみれば引用商標
と似通った印象を与え、本件使用表示をその指定商品又は
指定役務に使用した場合には「ＥＬＬＥ」の派生ブランドない
し「ＥＬＬＥ」ブランドと何らかの関係を有するものと誤認混同
させるおそれがあるため、本件使用表示は引用商標と類似
するものというべきである。
　しかし、その具体的表示態様から検討すると、需要者が
本件ＣＤを購入しようとするときには、本件使用表示と共に「Ｅ
ＬＬＥＧＡＲＤＥＮ」や「エルレガーデン」の文字を見ることとな
る。一般に音楽作品、特にロックバンドの演奏を収録したＣＤ
には、アーティスト名と表題が併記されるのが通常であり、本
件使用表示がアーティスト名ないし表題である「ＥＬＬＥＧＡＲ
ＤＥＮ」を表すものであることは容易に理解される。本件ロッ
クバンド名を知っている需要者はもちろん、知らない場合でも、
これに接した場合に、本件使用表示が「ＥＬＬＥ」ブランドと
何らかの関係を有するものと誤認混同するおそれはないとい
うべきであり、本件使用表示は引用商標に類似するものの、
具体的表示態様は被告の業務に係る商品等と混同を生じ
させるおそれを有するものとはいえないから、商標法５１条１
項にいう「他人の業務に係る商品若しくは
役務と混同を生ずるもの」ということはでき
ない旨が判示された。

　　　★詳細についての問い合わせ：
　　　　　　　弁理士・光野　文子
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　１０年ぶりにスキーに行ったときのことです。１０年

ぶりとはいえ、小学生の時はらくらくと滑っていた

ので（ボーゲンですが）、何とかなるだろうと思って中

級者コースのリフトに乗りました。しかし、コース

の頂上に到着しリフトから降りた瞬間に転んでしま

い、全く滑れなくなっていることに気づきました。

スキーができないのに中級者コースの頂上に来てし

まったので、かなりピンチだと思いました。仕方な

く、スキー板をはずして友人に運んでいってもらい、

自分は靴のまま下山しました。やっぱり、まあ大丈

夫だろう、と思っている時ほどピンチに陥り易いの

だな、とその時感じました。

　その後は反省して、初級者コースで練習しました。

小学生の時は滑っていたのに・・というショックがあ

ったためか、転んでもめげずに練習して、なんとか

一日でボーゲンまで復活することができました。

　また、タイ旅行に行った時のこと、三輪タクシー

に乗って観光していたのですが、そのタクシーの運

転手さんに騙されて宝石店に連れ込まれ、宝石を買

うようにすごまれたことがありました。すごく怖か

ったのですが、「お金が無い」と言い張って走って

逃げました。やはり異国の地ではもっと気を付けな

いといけない、と反省したと同時に、なんとかピン

チを切り抜けられた、と自信も付きました。

　まだまだ沢山ピンチなことはありましたが、振り

返ってみて思うのは、最終的には悪い思い出にはな

らない、ということです。まさにピンチに陥ってい

る時はかなり不安ですが、切り抜けているうちに自

信がついたり、経験が増えたり、と無駄になってい

ることはありません。後から振り返ってみるといい

思い出になる、と信じながら、今後のピンチも乗り

切っていこうと思います。

　これまで、それほど重大なピンチやチャンスにま

だ巡り逢った事がないのですが、たまにやってしま

うことで一つピンチと言えることがあります。

　子供のころから私は鍵っ子で、家に入るには当然

鍵が要るわけですが、どういうわけか必ず定期的に

鍵を忘れてしまうのです。

　そういう時に限ってトイレに行きたくなったりし

ます。私は九州の田舎出身なので、じゃぁコンビニ

でも行って・・・なんて事も出来ません。小学生にとっ

ては大ピンチで、必死に知恵を絞りました。まずや

ることはどこか窓が開いていないか探すことです。

もちろん入れるような窓は開いていないわけですが。

　ある日、ふと２階のベランダの窓が開いているこ

とに気がつきました。でも２階なんてどうやって登

れるのか・・・考えました。

　雨水を排水するパイプがうまい具合に壁に沿って

伸びていて、何を思ったか猿のように登ってみたと

ころ、これまたうまい具合に１階部分の窓の雨戸が

ステップのような役割も果たしてくれ、見事２階に

到着。無事家に入れました。

　その後何度かこの手を使いましたが、私が成長す

るにつれパイプも耐えられなくなってきて、さらに

親にも見つかりました。

　最近はマンションがオートロックなのに家の鍵を

開けっ放しでマンションを出てしまい、右往左往し

た挙句、他の部屋にピンポンして開けてもらうとい

うことがありました。

　あまりにも成長のない自分に呆れる毎日ですが、

いい加減鍵の管理には気をつけたいと思う今日この

頃です。
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　バドミントンの大会（ダブルス初心者クラス、一

試合三ゲーム制）に出場したときのことでした。私

は40歳代の男性とペアを組んで参加し、夏の暑い体

育館の中で、一日中試合を繰り返し、体力の限界を

何度も感じながらも、優勝することができました。

　予選と決勝トーナメントで、ある学生ペアと２度

対戦しました。親子ペアや子供ペアも参加している

初心者クラスにあっては、毎日部活動で練習してい

ると思われる彼らが強敵の部類であることは明らか

でした。

　彼らは私達と技量が拮抗しており、予選の対戦で

は、点を取ったり取られたり、緊迫した雰囲気で試

合が進みました。残念ながら、私達は一ゲームを先

取されました。二ゲーム目は一ゲーム目と同様のシ

ーソーゲームながら、何とか私達が勝ちました。試

合の勝敗が決まる三ゲーム目は、私達は疲れがひど

くでて動きが鈍くなり、ミスを連発して序盤からリ

ードを許してしまいました。まさにピンチの状態で

した。「このままズルズル負ける・・・」と思っている

と、次第に相手にもミスが目立ってきました。冷静

になって観察すると、どうやら相手も疲れているよ

うなのです。

　私は肩で息をするほど疲れていましたが、彼らの

疲れている様子を見て、「私達が先に疲れたのだか

ら、体力が回復するのは私達が先だろう。そのとき

に決着をつけよう。」という、暑さと疲労でおかし

くなった思考により生み出した

希望を抱きつつ、サーブの姿勢

に入る動作などを多少ゆっくり

にしながら時間を稼いで、体力

の回復を待ちました。その甲斐

あってか（？）私達は勝つこと

ができました。彼らにとっては、

私達に追い上げられているとき、さぞピンチを感じ

たことでしょう。ピンチを先に活かしたのは私達で

した。

　決勝トーナメントで再度彼らと対戦することとな

ったときは、また辛い体力勝負になるという予想か

らくる嫌な思いがよぎりながらも、相手の力量は分

かっていることだし体力の配分に注意して粘れば勝

てるでしょ？という心の余裕が生まれていました。

　再戦では、予選の時と同様に一ゲーム目は先取さ

れましたが、私は予選の時を思い出しながら平静を

保っていました。二ゲーム目は体力温存のために無

駄な動きをしないよう注意しながら私達が勝ち、三

ゲーム目は相手の体力が先に尽きたところをチャン

スとみて、一気に攻めて勝利を手にすることができ

ました。単に試合に勝ったことだけでなく、予選の

ピンチで見出した教訓を早速活かして思い通りの軌

跡で勝てたことを嬉しく思いました。

　一般に、ピンチに陥ったとき、冷静になって周囲

を見渡すと、このバドミントンの試合のように、ピ

ンチなのは自分だけではない、ということがありま

す。このようなとき、全体としてはピンチながらも

他者との相対的な優位を確保できれば、競争を有利

に進めることができます。多くの者が消沈しがちな

ピンチの環境こそ、活力のある者にとってはチャン

スと映ることでしょう。ピンチはチャンス、です。
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　一言でピンチと言っても、人それぞれピンチの感
じ方は違うでしょう。私自身ピンチだらけの人生だ
ったとも思えますし、ピンチという程でもないだろ
うと思えばそうなのかもしれません。
　私にとって人生初のピンチと言えば中学受験です。
１２歳という幼いながらも「あたしの人生は終わった」
と思ったのを覚えています。随分前の話になります
が、第一志望の学校に落ちてしまった時のこと、勉
強不足だった…遊び過ぎた…と､とても後悔したこ
とを覚えています。中高一貫校でしたのでそのまま
高校にエスカレーターで進学してもよかったのですが、
どうしてもあの悔しさのリベンジがしたいと思いま
した。あえて外部進学しなくても…と反対する両親
に、行きたい高校を猛アピールしてお許しを頂きま
した。中学受験の失敗があったことで、高校受験に
対する勉強意欲は人一倍ありました。その結果、志
望校にも入学することができ、自分で思っていた以
上の充実した学園生活を送ることができたのです。
　次に印象に残っていることは、長年アルバイトし
ていた接客業での出来事です。こちら側のミスでお
客様の気分を害してしまったときのことです。それ
だけ聞くとピンチだと思うでしょう。しかし、結果
的にはそのお客様は笑顔で帰られたのです。普段直
接お客様とお話しする機会がありませんので、その
時に様々な思いを聞かせて頂きました。そして、改
善点などこちら側から提案し話し合うことで、お客
様との距離がとても近づきました。後日、その改善
点などによって他のお客様にもより良いサービスを
提供することができました。そして、以前よりもお
客様の立場になって物事を考えることができるよう
になり、気がつく点が増えました。
　その時その時ではピンチだと思っていても、振り
返ればピンチではなくチャンスだったのです。人生
で必ずピンチは訪れますが、それは自分が成長でき
るチャンスであり、自分がピンチをチャンスと受け
止められた時、目標に一歩近づいている時なのだと
思います。ピンチは視野を広げ、見方を変えて様々
なことを考えることができるきっかけなのです。こ
う考えればピンチはピンチなのではなく、チャンス
と言えるのでしょう。
　上述のような経験から、私はピンチだと思う状況に陥っ
た時、常に自分を一回り以上成長させてくれるチャンスが
来たのだと捉えるように心がけています。

　ある日曜日の早朝、突然腹痛が始まって止まらな

い。近くに住む長男家族に病院へ担ぎ込まれて、入

院することになった。検査の結果、急激な大量飲酒

による内臓炎と診断されて、その日から点滴のみで

断食が始まった。確かに、年度末から、自分の退職

や様々な会合、行事が重なって、飲みまくっていた。

前夜も、送別会で泡盛のボトルを空けた。一週間後

にようやく重湯が許され、徐々に普通食へと戻り二

週間後に退院したが、アルコールは勿論、様々な食

べ物の摂取までも制限された。

　二度とあの痛みや入院療養はご免と、医者の言い

付けを守らざるを得ない。酒飲みの小生としては、

禁酒はつらい。それまでは、量は別として一年360

日は飲んでいた。しかし、眠れないことはないから

未だ中毒ではないと別の意味では一安心。悪友は、

医者は決して飲酒オーケーとは言わないから、再開

は検査数値から自分で判断するのだと嗾ける。誘惑

に傾き掛けたこともあった。

　やはり、神様は見ていてくれた。我慢が功を奏し

た。一ヶ月検診、二ヶ月検診と、時が経つに連れて

数値が改善して行き、四ヶ月後には制限付きではあ

るがアルコールも許された。そして、半年後の先月

には、内臓炎は完治し、想定外のメタボ関連数値も、

大半が正常値の範囲となり、かなりの減量も伴った。

これまでドック受診の度に何とかしなくてはと少し

は努力していたのだが、なかなか数値にまでは表れ

なかった。担当医も驚かれて、今後は年一回の検査

で良いと言ってくれた。

　一病息災というし、災い転じて福となすはこのこ

とだろうか。しかし、油断は大敵。ピンチは何とか

凌げたが、チャンスは確実に生かし、広げなくては

と思う、今日この頃である。
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